
 八戸高専に入学を志願される皆さんへ 

 

 独立行政法人国立高等専門学校機構では、災害に伴う検定料免除の臨時措置を決めて

おりますが、東日本大震災に伴う検定料免除に係る臨時措置にいて改正がありましたの

で、下記について、修正のうえお知らせいたします。 

つきましては、八戸高専に入学を志願される方で、下記に該当する方は平成２４年度

の入学にかかる検定料が免除になりますので、出願の際には検定料を振り込まないで、

募集要項にあります「検定料免除申請書」に市町村等の発行する「被災証明書」又は「罹

災証明書」等を添付して提出してください。 

なお、「高速道路の無料通行」のために発行された「被災証明書」も認められますの

で、ご注意願います。 

 また、東日本大震災に伴う検定料免除に係る特別措置として、証明書が１部しか発行

されない場合または証明書等を紛失し再発行されない場合について、下記のとおり取り

扱うこととしましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

  ◎東日本大震災に伴う検定料免除に係る臨時措置（改正） 

・八戸工業高等専門学校に入学を志願する方で、東日本大震災における被災の事

実を証明する書類（被災証明書又は罹災証明書）を提出した場合。 

 

（特別措置） 

・被災証明書等が１部しか発行されない場合は、写しでもかまいません。 

 ・被災証明書等の再発行がされず被災証明書等が無い場合には、東日本大震災に

伴う被災証明書が発行された旨を記載した（東日本大震災に伴う被災者である

ことが確認できる）市町村の証明書。 

 

 

 

◎台風１５号による青森県及び福島県の災害に伴う検定料免除の臨時措置 

・八戸工業高等専門学校に入学を志願する方で、その主たる家計支持者が、平成

２３年９月の台風１５号にかかる災害救助法適用地域に居住していて被災し

た場合。 

 

 



 

 

◎平成２３年７月２８日からの大雨による新潟県及び福島県の災害に伴う検定料

免除の臨時措置 

・八戸工業高等専門学校に入学を志願する方で、その主たる家計支持者が、平成

２３年７月２８日からの大雨にかかる災害救助法適用地域に居住していて被

災した場合。 

 

 

◎台風１２号による鳥取県、三重県、奈良県、和歌山県及び岡山県の災害に伴う検

定料免除の臨時措置 

・八戸工業高等専門学校に入学を志願する方で、その主たる家計支持者が、平成

２３年９月の台風１２号にかかる災害救助法適用地域に居住していて被災し

た場合。 

 

 

◎鹿児島県奄美地方における豪雨による鹿児島県の災害に伴う検定料免除の臨時

措置 

・八戸工業高等専門学校に入学を志願する方で、その主たる家計支持者が、平成

２３年９月の鹿児島県奄美地方における豪雨にかかる災害救助法適用地域に

居住していて被災した場合。 



別紙 

 

 

東日本大震災に伴う検定料免除に係る臨時措置について 

 

 

 

平成２３年１２月１３日 

                                   理 事 長 裁 定 

 

 

  独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規則第

１２条第２項の規定に基づき，東日本大震災に伴う検定料免除に係る臨時措置につ

いて次のように定める。 

 

１ 国立高等専門学校に入学を志願する者で，原則としてその主たる家計支持者が

東日本大震災による災害救助法適用地域（東京都「帰宅困難者対応」を除く。）

に居住していて被災した場合には，被災日以降に出願手続きする入学者選抜にお

いては，検定料免除申請書に被災証明書又は罹災証明書等（以下「証明書」等と

いう。）を添えて提出することにより，検定料を免除する。 

また，「証明書」等の提出が困難であると認められる場合の取扱いに

ついては，「東日本大震災により被災した学生の平成２３年度入学料・授

業料免除に係る申請手続きの簡素化等の特例について」（平成２３年５月

１１日理事長裁定）に準ずるものとする。 

  また，既に支払った検定料については，還付の申し出により返還することとす

る。 

 

２ この裁定は，平成２３年４月１日から施行し，平成２４年度入学者選抜が終了

した時に，その効力を失う。 

 

３ 東日本大震災に伴う検定料免除に係る臨時措置（平成２３年６月１４日付理事

長裁定）については，この裁定により廃止する。 

 



別紙 

 

 

台風第１５号による青森県及び福島県の災害に伴う検定料免除の臨時措置について 

 

 

 

平成２３年１１月 ８日 

                                   理 事 長 裁 定 

 

 

 

  独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規則第

１２条第２項の規定に基づき，台風第１５号による青森県及び福島県の災害に伴う検

定料免除の臨時措置について次のように定める。 

 

１ 国立高等専門学校に入学を志願する者で，その主たる家計支持者が平成２３年

９月の台風第１５号にかかる災害救助法適用地域に居住していて被災した場合に

は，被災日以降に出願手続きする入学者選抜においては，検定料免除申請書に被

災証明書又は罹災証明書を添えて提出することにより，検定料を免除する。 

  なお，既に支払った検定料については，還付の申し出により返還することとす

る。 

 

２ この裁定は，平成２３年１１月８日から施行し，平成２４年度入学者選抜が終

了した時に，その効力を失う。 

 



別紙 

 

 

平成２３年７月２８日からの大雨による新潟県及び福島県の 

災害に伴う検定料免除の臨時措置について  

 

 

 

平成２３年１１月 ８日 

                                   理 事 長 裁 定 

 

 

 

  独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規則第

１２条第２項の規定に基づき，平成２３年７月２８日からの大雨による新潟県及び

福島県の災害に伴う検定料免除の臨時措置について次のように定める。 

 

１ 国立高等専門学校に入学を志願する者で，その主たる家計支持者が平成２３年

７月２８日からの大雨にかかる災害救助法適用地域に居住していて被災した場合

には，被災日以降に出願手続きする入学者選抜においては，検定料免除申請書に

被災証明書又は罹災証明書を添えて提出することにより，検定料を免除する。 

  なお，既に支払った検定料については，還付の申し出により返還することとす

る。 

 

２ この裁定は，平成２３年１１月８日から施行し，平成２４年度入学者選抜が終

了した時に，その効力を失う。 

 



別紙 

 

 

台風１２号による鳥取県，三重県，奈良県，和歌山県及び岡山県の 
災害に伴う検定料免除の臨時措置について 

 

 

 

平成２３年１１月 ８日 

                                   理 事 長 裁 定 

 

 

 

  独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規則第

１２条第２項の規定に基づき，台風１２号による鳥取県，三重県，奈良県，和歌山県

及び岡山県の災害に伴う検定料免除の臨時措置について次のように定める。 

 

１ 国立高等専門学校に入学を志願する者で，その主たる家計支持者が平成２３年

９月の台風１２号にかかる災害救助法適用地域に居住していて被災した場合に

は，被災日以降に出願手続きする入学者選抜においては，検定料免除申請書に被

災証明書又は罹災証明書を添えて提出することにより，検定料を免除する。 

  なお，既に支払った検定料については，還付の申し出により返還することとす

る。 

 

２ この裁定は，平成２３年１１月８日から施行し，平成２４年度入学者選抜が終

了した時に，その効力を失う。 

 



別紙 

 

 

鹿児島県奄美地方における豪雨による鹿児島県の災害に伴う 

検定料免除の臨時措置について  

 

 

 

平成２３年１１月 ８日 

                                   理 事 長 裁 定 

 

 

 

  独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規則第

１２条第２項の規定に基づき，鹿児島県奄美地方における豪雨による鹿児島県の災害

に伴う検定料免除の臨時措置について次のように定める。 

 

１ 国立高等専門学校に入学を志願する者で，その主たる家計支持者が平成２３年

９月の鹿児島県奄美地方における豪雨にかかる災害救助法適用地域に居住してい

て被災した場合には，被災日以降に出願手続きする入学者選抜においては，検定

料免除申請書に被災証明書又は罹災証明書を添えて提出することにより，検定料

を免除する。 

  なお，既に支払った検定料については，還付の申し出により返還することとす

る。 

 

２ この裁定は，平成２３年１１月８日から施行し，平成２４年度入学者選抜が終

了した時に，その効力を失う。 

 



日本学生支援機構1災害救助法適用地域
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●台風12号による被害地域第1報(法適用日平成23年9月3日)
・鳥取県東伯郡湯梨浜時、西伯郡南部町

●7月28日からの大雨による被害地域第3報(法適用日平成23年7月29日)
:新潟県長岡市、見附市、上越市、阿賀野市

‐

●7月28日からの大雨による被害地域第2報(法適用日平成23年7月29日)
・福島県喜多方市、南会津郡只見町、南会津郡桧枝岐村、南会津郡南会津町、耶麻郡西会津町、
河沼郡会津坂下町、河沼郡柳津町、大沼郡三島町、大沼郡金山町

●7月28日からの大雨による被害地域第1報(法適用日平成23年7月29日)
・新潟県新潟市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、五泉市、魚沼市、南魚沼市、南蒲原
郡田上町、東蒲原郡阿賀町       ‐

●長野県北部の地震にかかる被害地域第1報(法適用日平成23年3月12日)
・長野県下水内郡栄村
・新潟県十日町市、上越市、中魚沼郡津南町
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2011年 3月 24日 現在

東日本大震災にかかる災害救助法適用地域
一覧

■岩手県

宮古市     大 船渡市    ス 慈市

下閉伊君B岩泉町  下 閉伊郡田野畑村 下閉伊郡普代村

1ヒ上市     速 野市 ―関市

岩手郡葛巻町   岩 手郡岩手町   岩 手郡滝沢村

西磐丼郡平泉町  東 磐丼郡藤沢町  気 仙郡住田町

陸前高田市

九戸郡野田村

二戸市

紫波郡紫波町

九戸郡軽米町

釜石市    上 閉伊郡大槌町 下閉伊郡山田町

九戸郡洋野町  盛 岡市    花 巻市

八幡平市   奥 州市 岩手郡雫石町

紫波郡矢巾町  不 0賀郡西和賀町 1旦沢郡金ヶ崎町

九戸郡九戸村  二 戸郡―戸町

■宮城県

塩竃市

登米市

亘理郡亘理町

黒川郡大衡村

伊具郡丸森町

仙台市

多賀城市

柴田部大河原町

黒川郡大和町

柴田郡村田町

石巻市

岩沼市

柴田郡川崎町

黒川郡富谷町

柴田郡柴田町

気仙沼市

栗原市

亘理郡山元町

遠田郡涌谷町

黒川郡大郷町

白石市

東松島市

宮城郡松島町

牡鹿郡女川町

力0美郡色麻町

角田市

刈田部蔵王町

名取市

大崎市

宮城郡七ヶ浜町 宮城郡利府町

本吉郡南三陸町 刈田郡七ヶ宿町

力0美郡力0美町  遠 田郡美里町

■福島県

福島市

相馬市

伊達郡国見町

河沼郡会津坂下町

東白川郡棚倉町

田村郡三春町

双葉郡双葉町

南会津郡檜枝岐村

大沼君B8召禾口村

会津若松市

二本松市

伊達郡川俣町

河沼郡湯川村

東白川郡矢祭町

日ヨ本寸君旧l」ヽ里予E『

双葉郡浪江町

南会津郡只見町

東白川郡塙町

いわき市

南相馬市

岩瀬郡鏡石町

西白河郡西郷村

石川郡玉川村

双葉郡楢葉町

相馬郡新地町

耶麻郡西会津町

郡山市

田村市

安達郡大玉村

大沼郡会津美里町

石川郡石川町

双葉郡広野町

双葉郡葛尾村

耶麻郡北塩原村

東白川郡鮫川村

白河市

伊達市

岩瀬郡天栄村

西白河郡泉崎村

石川郡平田村

双葉郡富岡町

相馬郡飯舘村

河沼郡初1津町

須賀川市

本宮市

耶麻郡磐梯町

西白河郡中島村

石川郡浅川町

双葉郡川内村

南会津君B下郷町

大沼郡三島町

喜多万市

伊達郡桑折町

耶麻郡猪苗代町

西白河郡矢吹町

石川郡古殿町

双葉郡大熊町

南会津郡南会津町

大沼郡金山町

■青森県

ハ戸市 上北郡おいらせ町

■茨城県

水戸市

常陸太田市

ひたちなか市

行方市

那珂郡東海村

稲敷市

日立市

高萩市

鹿嶋市

鉾田市

ス慈郡太子町

北相馬郡利根町

土浦市

北茨本市

潮来市

つくばみらい市

稲敷郡阿見町

石岡市

笠間市

常陸大宮市

小美玉市

那珂市

龍ヶ崎市

取手市

かすみがうら市

東茨城郡茨城町

稲敷郡美浦村

下妻市

牛ス市

桜川市

東茨城郡大洗町

稲敷郡河内町

常総市

つくば市

神栖市

東茨城郡城里町

筑西市

■栃木県

宇都宮市    小 山市     真 岡市     大 田原市    矢 板市    那 須鳥山市   さ <ら 市

那須塩原市    汚 賀郡益子町   汚 賀郡茂木町   芳 賀都市貝町   汚 賀君B汚賀町  塩 谷郡高根沢町 刀B須郡那須町

那須郡那珂川町

■千葉県

担市      香 取市     山 武市     山 武郡九十九里町 千葉市美浜区  習 志野市   我 孫子市

甫安市

■長野県

下水内部栄村

■新潟県

十日町市 上越市 中魚沼郡津南町



八戸工業高等専門学校長　殿

請求者
〒

住　　 　　所

電 　　　　話

受検者氏名 印

保護者氏名 印

検定料の返還請求を下記のとおり行います。

なお、返還金の支払いについて、下記口座に振込み願います。

１．返還請求金額 １６，５００円

２．振込先（いずれかを○で囲み、必要事項を記入してください。）

※口座番号と預金種別を確認するために、通帳の表面及び見開き部分の

　 写しを添付願います。

　　（１）　銀行・金庫

　　（２）　ゆうちょ銀行

1 0 の

※ゆうちょ銀行の場合、振込が可能な口座であるかご確認ください。

種目コード 契約ｺｰﾄﾞ

※金融機関コード

フリガナ
口座名義

振込金融機関名

口座番号

１．普通　　　　　２．当座

通帳記号 通帳番号

預貯金種別

平成　　　　年　　　　月　　　　日

検 定 料 返 還 請 求 書

記

―

銀行

・

金庫

店
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